
鳥取県事務処理権限規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年３月29日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第40号

鳥取県事務処理権限規則の一部を改正する規則

鳥取県事務処理権限規則（平成８年鳥取県規則第32号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の 第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(１)～(11) 略 (１)～(11) 略

(12) 地域事務所 鳥取県総合事務所等設置条例 (12) 総室内室長 組織規則第６条の表の第３欄に

（平成15年鳥取県条例第40号）第２条第３項の規 掲げる総室内の長をいう。

定により置かれる鳥取県西部総合事務所日野振興

センター（以下「日野振興センター」という。）

及び同条例第６条第３項の規定により置かれる鳥

取県東部農林事務所八頭事務所（以下「八頭事務

所」という。）をいう。

(13) 課内室長 組織規則第６条の表の第４欄に掲 (13) 課内室長 組織規則第６条の表の第４欄に掲

げる市町村税制支援室、給与室、山陰海岸世界ジ げる原子力安全対策室、市町村税制支援室、給与

オパーク推進室、法人施設指導室、総合支援室、 室、山陰海岸世界ジオパーク推進室、法人施設指

地域支え愛推進室、がん・生活習慣病対策室、感 導室、自立支援室、地域支え愛推進室、がん・生

染症・新型インフルエンザ対策室、医療人材確保 活習慣病対策室、感染症・新型インフルエンザ対

室、エネルギーシフト戦略室、水環境保全室、全 策室、医療人材確保室、エネルギーシフト戦略

国都市緑化フェア室、農政課企画調整室、農村整 室、水環境保全室、全国都市緑化フェア室、企画

備室、水産振興室、用地室及び高速道路推進室の 調整室、農村整備室、水産振興室、用地室及び高

長をいう。 速道路推進室の長をいう。

(14) 会計担当職員 組織規則第16条第８項第２号 (14) 会計担当職員 組織規則第16条第７項第３号

に規定する課長補佐（これに相当する職の職員を に規定する課長補佐（これに相当する職の職員を

含む。）のうち当該課の長があらかじめ定めた職 含む。）のうち当該課の長があらかじめ定めた職

員をいう。ただし、課長補佐を置かない場合にあ 員をいう。ただし、課長補佐を置かない場合にあ

っては、当該課の長があらかじめ定めた上席の職 っては、当該課の長があらかじめ定めた上席の職

員をいう。 員をいう。

(15) 略 (15) 略

(16) 部長 組織条例第14条第１項に規定する部局 (16) 部長 組織条例第14条第２項に規定する部局

長をいう。 長等をいう。

(17) 局長 組織規則第５条第２項の規定により置 (17) 局長 組織規則第５条第２項の規定により置

かれる部内局の長並びに組織規則第６条の表の第 かれる部内局の長並びに組織規則第６条の表の第

３欄に掲げる経済産業総室及び雇用人材総室の長 ３欄に掲げる経済通商総室、雇用人材総室、産業

（以下「総室長」という。）をいう。 振興総室及び森林・林業総室の長（以下「総室



長」という。）をいう。

(18) 課長 組織規則第６条の表の第３欄に掲げる (18) 課長 組織規則第６条の表の第３欄に掲げる

課及び総室内室の長（総室長を除く。）をいう。 課の長（総室長を除く。）、総室内室長及び組織

規則第16条第７項第２号に規定する副官房長をい

う。

(19) 総合事務所長 鳥取県総合事務所等設置条例 (19) 総合事務所長 鳥取県総合事務所設置条例

第２条第１項の規定により置かれる総合事務所 （平成15年鳥取県条例第40号）第３条に規定する

（以下「総合事務所」という。）の長をいう。 総合事務所長をいう。

(20) 総合事務所内局長 組織規則第22条各項の表 (20) 総合事務所内局長 組織規則第22条の表の第

の左欄に掲げる地域振興局、福祉保健局、生活環 ２欄に掲げる局等の長をいう。

境局、農林局、県土整備局、米子県土整備局、日

野振興局及び日野県土整備局の長をいう。

（専決事項） （専決事項）

第４条 部長、課長及び会計担当職員並びに地方機関 第４条 部長、課長及び会計担当職員並びに地方機関

の長（地域事務所の所管に属する事務にあっては、 の長の専決事項は、それぞれ、別表第１の事務処理

地域事務所の長。以下同じ。）の専決事項は、それ 権限の区分の専決権者の欄に○印により定めるとお

ぞれ別表第１の事務処理権限の区分の専決権者の欄 りとする。ただし、総室内室長にあっては、同表の

に○印により定めるとおりとする。ただし、総室内 二の６の(三)、四の１の(一)の(３)及び(二)の(２)

室の長にあっては、同表の二の６の(三)、四の１の のイ並びに五の９の(三)に掲げる事項を除く。

(一)の(３)及び(二)の(２)のイ並びに五の９の(三)

に掲げる事項を除く。

２～６ 略 ２～６ 略

（委任決裁事項） （委任決裁事項）

第６条 知事は、別表第１及び別表第２の事務処理権 第６条 知事は、別表第１及び別表第２の事務処理権

限の区分の委任決裁権者の欄に○印により定めると 限の区分の委任決裁権者の欄に○印により定めると

ころにより、その権限に属する事務の一部を当該○ ころにより、その権限に属する事務の一部を当該○

印を付けた者に委任する。ただし、総室内室の長に 印を付けた者に委任する。ただし、総室内室長にあ

あっては、別表第１の三の９、10及び16の(二)並び っては、別表第１の三の９、10及び16の(二)並びに

に七の１の(一)の(３)のロに掲げる事項を、地域事 七の１の(一)の(３)のロに掲げる事項を除く。

務所の長にあっては、知事が別に定める特に重要な

事項を除く。

２・３ 略 ２・３ 略

（代決） （代決）

第９条 代決は、正当決裁権者があらかじめ定める職 第９条 代決は、正当決裁権者があらかじめ定める職

員が行うことができるほか、次の表の第１欄及び第 員が行うことができるほか、次の表の第１欄及び第

２欄の区分に応じ、それぞれ当該第３欄に掲げる第 ２欄の区分に応じ、それぞれ当該第３欄に掲げる第

１順位者が行い、正当決裁権者及び第１順位者がと １順位者が行い、正当決裁権者及び第１順位者がと

もに不在のときは、それぞれ当該第４欄に掲げる第 もに不在のときは、それぞれ当該第４欄に掲げる第

２順位者が行うことができる。 ２順位者が行うことができる。

本庁又は地 正当決裁権者 第１順位者 第２順位者 本庁又は地 正当決裁権者 第１順位者 第２順位者

方機関の別 方機関の別

略 略



２ 地方機 (１) 地方機 副所長、次 主務課長 ２ 地方機 (１) 次長及 次長 主務課長

関 関の長（総 長又は八頭 関 び課を置く

合事務所長 事務所の長 地方機関の

及び地域事 （八頭事務 長

務所の長を 所の所掌に (２) 次長を 次長

除く。） 属する事務 置く地方機

に限る。） 関の長

(２) 総合事 総合事務所 副局長又は (３) 総合事 総合事務所 副局長

務所長 内局長又は 総合事務所 務所長 内局長

日野振興セ 内局長（日 (４) 課を置 庶務に関す 主務課長

ンターの長 野振興セン く地方機関 る事務を行

（日野振興 ターの所掌 の長 う課長

センターの に属する事

所掌に属す 務 に 限

る事務に限 る。）

る。）

(３) 日野振 総合事務所 副局長

興センター 内局長

の長

(４) 八頭事 農林業振興 農業振興室

務所の長 課長又は農 長（農業振

業改良普及 興室の所掌

所長 に属する事

務 に 限

る。）

２・３ 略 ２・３ 略

（地方機関の長の権限の執行等） （地方機関の長の権限の執行等）

第12条 地方機関の長は、その委任決裁事項の一部に 第12条 地方機関の長は、この規則により委任された

ついて、常時自己に代わって、その内部組織の長に 事務の一部の処理について、所属職員に地方機関の

決裁させることができる。 長の名において決裁させることができる。

２・３ 略 ２・３ 略

別表第１（第３条、第４条、第６条、第11条関係） 別表第１（第３条、第４条、第６条、第11条関係）

一般の事務に係る処理権限 一般の事務に係る事務処理権限

事 項 事 務 処 理 権 限 の 区 分 事 項 事 務 処 理 権 限 の 区 分

専 決 権 者 委任決裁権者 専 決 権 者 委任決裁権者

種 類 内 容 知事 会計地方機 地方機 種 類 内 容 知事 会計地方機 地方機

部長 課長担当 副知事 部長 局長 課長 部長 課長担当 副知事 部長 局長 課長

職員関の長 関の長 職員関の長 関の長

一 公文 略 一 公文 略

書に関 書に関

する事６ 鳥取県個人情報保 する事６ 鳥取県個人情報保

務 護条例（平成11年鳥 務 護条例（平成11年鳥

取県条例第３号）に 取県条例第３号）に

規定する知事の権限 規定する知事の権限

に属する事務のうち に属する事務のうち

次に掲げるもの 次に掲げるもの

(一) 略 (一) 略

(二) 同条例第14条 (二) 同条例第14条

の規定による個人 の規定による個人



情報の開示請求に 情報の開示請求に

対する決定、不存 対する決定、不存

在通知及び期間の 在通知及び期間の

延長並びに同条例 延長並びに同条例

第18条の２の規定 第18条の２の規定

による開示請求を による開示請求を

拒否する決定 拒否する決定

(１) 略 (１) 略

(２) 地方機関が (２) 地方機関が ○

管理している個 管理している個

人情報に係るも 人情報に係るも

の の

イ 複数の地方 ○

機関が保有し

ている公文書

について取り

まとめて処理

することが適

当であるもの

ロ イ以外のも ○

の

(三)～(七) 略 (三)～(七) 略

７ 鳥取県情報公開条 ７ 鳥取県情報公開条

例（平成12年鳥取県 例（平成12年鳥取県

条例第２号）に規定 条例第２号）に規定

する知事の権限に属 する知事の権限に属

する事務のうち次に する事務のうち次に

掲げるもの 掲げるもの

(一) 同条例第７条 (一) 同条例第７条

第１項の規定によ 第１項の規定によ

る公文書の開示請 る公文書の開示請

求に対する決定 求に対する決定

(１) 略 (１) 略

(２) (１)以外の (２) (１)以外の

もの もの

イ 略 イ 略

ロ 地方機関が ロ 地方機関が

保有している 保有している

公文書に係る 公文書に係る

もの もの

(イ) 全部開 (イ) 全部開 ○

示の決定 示の決定

ａ 複数の ○

地方機関

が保有し

ている文

書につい

て取りま

とめて処

理するこ

とが適当

であるも

の

ｂ ａ以外 ○

のもの

(ロ) 部分開 (ロ) 部分開

示の決定、 示の決定、

非開示の決 非開示の決

定、文書不 定、文書不

存在の決定 存在の決定

及び存否応 並びに存否

答拒否の決 応答拒否の

定 決定

ａ 部分開 ａ 部分開 ○

示の決定 示の決定

及び非開 及び非開

示の決定 示の決定

のうち、 のうち、

知事が別 知事が別

に定める に定める

特定の非 特定の非

開示情報 開示情報

を非開示 を非開示

とするも とするも

の の

(a) 複数 ○

の地方

機関が

保有し

ている

公文書

につい

て取り

まとめ



て処理

するこ

とが適

当であ

るもの

(b) (a) ○

以外の

もの

ｂ 略 ｂ 略

(二) 同条例第７条 (二) 同条例第７条

第２項の規定によ 第２項の規定によ

る決定期間の延長 る決定期間の延長

並びに同条第４項 並びに同条第４項

及び第５項の規定 及び第５項の規定

による期間の延長 による期間の延長

の特例の決定 の特例の決定

(１) 略 (１) 略

(２) (１)以外の (２) (１)以外の

もの もの

イ 地方機関が ○ イ 総合事務所 ○

保有している が保有してい

公文書に係る る公文書に係

もの るもの

ロ 略 ロ 略

(三) 略 (三) 略

略 略

二 事務 略 二 事務 略

管理及 管理及

び庶務７ 職員以外の者に対 び庶務７ 職員以外の者に対

に関す する外国旅行の依頼 に関す する外国旅行の依頼

る事務 (一) 総合事務所長 ○ る事務 (一) 総合事務所長 ○

又は日野振興セン に委任された事務

ターの長に委任さ に係るもの

れた事務に係るも

の

(二) 略 (二) 略

略 略

13 協定書、覚書その 13 協定書、覚書その

他これらに類するも 他これらに類するも

のの締結 のの締結

(一) 略 (一) 略

(二) （一）以外の (二) （一）以外の

もの もの

(１) 略 (１) 略

(２) (１)以外の (２) (１)以外の

事務に係るもの 事務に係るもの

イ 重要なもの イ 重要なもの ○

(イ) 局長が ○

処理するこ

とが適当な

もの（地域

振興部東部

振興監に限

る。）

(ロ) (イ)以 ○

外のもの

ロ 軽易なもの ○ ロ 軽易なもの ○

略 略

15 後援名義使用の承 15 後援名義使用の承

諾 諾

(一) 事業等がおお ○ イ 知事が別に定め ○

むね一の総合事務 る基準に適合し、

所の所管区域に限 直近３年間に実績

られるもの（総合 がないもの

事務所長及び日野 ロ 知事が別に定め ○

振興センターの長 る基準に適合し、

に限る。） 直近３年間に実績

(二) (一)以外のも があるもの

の

(１) 直近３年間に ハ 知事が別に定め ○

実績がないもの る基準に適合し、

ア 事業等がお ○ 事業等がおおむね

おむね県東部 一の総合事務所の

圏域に限られ 所管区域に限られ

るもの（地域 るもの（総合事務

振興部東部振 所に限る。）

興監に限

る。）

イ ア以外のも ○



の

(２) 直近３年間に ○

実績があるもの

略 略

三 組織 略 三 組織 略

及び人 及び人

事管理２ 外国旅行の旅行命 事管理２ 外国旅行の旅行命

に関す 令及びその復命の受 に関す 令及びその復命の受

る事務 理 る事務 理

(一) 副知事、部長 ○ (一) 副知事、部長等 ○

等（統轄監、部長 （統轄監、部長若し

若しくはこれに相 くはこれに相当する

当する職の職員又 職の職員又は会計管

は会計管理者をい 理者をいう。以下三

う。以下三におい において同じ。）又

て同じ。）、総合 は総合事務所長に

事務所長又は日野 係るもの

振興センターの長

に係るもの

(二)・(三) 略 (二)・(三) 略

３ 内国旅行の旅行命 ３ 内国旅行の旅行命

令その他の勤務命令 令その他の勤務命令

及びその復命の受理 及びその復命の受理

(一)～(三) 略 (一)～(三) 略

(四) 地方機関の長 (四) 地方機関の長

に係るもの に係るもの

(１) ５日以上に (１) ５日以上に

わたり県外を旅 わたり県外を旅

行する場合に係 行する場合に係

るもの るもの

イ 総合事務所 ○ イ 総合事務所 ○

長及び日野振 長に係るもの

興センターの

長に係るもの

ロ 総合事務所 ○ ロ 総合事務所 ○

長及び日野振 長以外の地方

興センターの 機関の長に係

長以外の地方 るもの

機関の長に係

るもの

(２) 略 (２) 略

(五) 略 (五) 略

４ 休暇又は職務に専 ４ 休暇又は職務に専

念する義務の免除の 念する義務の免除の

承認 承認

(一)・(二) 略 (一)・(二) 略

(三) 総合事務所長 (三) 総合事務所長

又は日野振興セン に係るもの（年次

ターの長に係るも 有給休暇並びに職

の（年次有給休暇 員の勤務時間、休

並びに職員の勤務 暇等に関する規則

時間、休暇等に関 第16条の表第８号

する規則第16条の 及び第９号に該当

表第８号及び第９ する場合における

号に該当する場合 休暇を除く。）

における休暇を除

く。）

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略

(四) 地方機関の長 (四) 地方機関の長

（総合事務所長及 （総合事務所長を

び日野振興センタ 除く。）に係るも

ーの長を除く。） の（年次有給休

に係るもの（年次 暇、無給休暇及び

有給休暇、無給休 産前休暇等又は職

暇及び産前休暇等 務に専念する義務

又は職務に専念す の特例に関する規

る義務の特例に関 則第２条の表第９

する規則第２条の 号から第11号まで

表第９号から第11 に該当する場合を

号までに該当する 除く。）

場合を除く。）

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略

(五) 略 (五) 略

５ 部分休業の承認又 ５ 部分休業の承認又

は取消し（修学部分 は取消し（修学部分

休業に係るものを除 休業に係るものを除

く。） く。）

(一) 次長等又は地 ○ (一) 次長等又は地 ○

方機関の長（総合 方機関の長（総合



事務所長及び日野 事務所長を除

振興センターの長 く。）に係るもの

を除く。）に係る

もの

(二) 略 (二) 略

６ 職員の自己啓発等 ６ 職員の自己啓発等

休業に関する条例 休業に関する条例

（平成19年鳥取県条 （平成19年鳥取県条

例第89号）第10条第 例第89号）第10条第

１項又は第２項の規 １項又は第２項の規

定による自己啓発等 定による自己啓発等

休業をしている職員 休業をしている職員

からの報告の受理又 からの報告の受理又

は報告の要求 は報告の要求

(一) 部長等、総合 ○ (一) 部長等及び総 ○

事務所長及び日野 合事務所長に係る

振興センターの長 もの

に係るもの

(二) 次長等及び地 ○ (二) 次長等及び地 ○

方機関の長（総合 方機関の長（総合

事務所長及び日野 事務所長を除

振興センターの長 く。）に係るもの

を除く。）に係る

もの

(三) 略 (三) 略

略 略

四 指導１ 許可、認可、免 四 指導１ 許可、認可、免

監督に 許、承認、指定、命 監督に 許、承認、指定、命

関する 令、裁決、決定、取 関する 令、裁決、決定、取

事務 消しその他の行政処 事務 消しその他の行政処

分 分

(一) 略 (一) 略

(二) （一）以外の (二) （一）以外の

もの もの

(１) 略 (１) 略

(２) (１)以外の (２) (１)以外の

もの もの

ア 重要なもの ア 重要なもの ○

(ア) 局長が ○

処理するこ

とが適当で

あるもの

（地域振興

部東部振興

監 に 限

る。）

(イ) (ア)以 ○

外のもの

イ 軽易なもの ○ イ 軽易なもの ○

２ 検査及び調査、報 ２ 検査及び調査、報

告、届出及び申請の 告、届出及び申請の

受理、資料の提出の 受理、資料の提出の

要求並びに措置命令 要求並びに措置命令

その他の監督 その他の監督

(一) 略 (一) 略

(二) (一)以外のも (二) (一)以外のも

の の

(１) 重要なもの (１) 重要なもの ○

イ 局長が処理 ○

することが適

当であるもの

（地域振興部

東部振興監に

限る。）

ロ イ以外のも ○

の

(２) 略 (２) 略

３ 許可証、免許証、 ３ 許可証、免許証、

登録証、検査証、合 登録証、検査証、合

格証、鑑札等の交付 格証、鑑札等の交付

並びに書換交付及び 並びに書換交付及び

再交付 再交付

(一) 略 (一) 略

(二) （一）以外の (二) （一）以外の

もの もの

(１) 略 (１) 略

(２) (１)以外の ○ (２) (１)以外の ○

事務に係るもの 事務に係るもの

４ 事実の証明又は謄 ４ 事実の証明又は謄



本、抄本等の交付 本、抄本等の交付

(一) 略 (一) 略

(二) （一）以外の (二) （一）以外の

もの もの

(１) 略 (１) 略

(２) (１)以外の (２) (１)以外の

事務に係るもの 事務に係るもの

イ 重要なもの イ 重要なもの ○

(イ) 局長が ○

処理するこ

とが適当で

あるもの

（地域振興

部東部振興

監 に 限

る。）

(ロ) (イ)以 ○

外のもの

ロ 軽易なもの ○ ロ 軽易なもの ○

略 略

略 略

七 補助１ 補助金、交付金、 七 補助１ 補助金、交付金、

金及び 負担金、貸付金、利 金及び 負担金、貸付金、利

会計に 子補給金その他の財 会計に 子補給金その他の財

関する 政援助金に係る事務 関する 政援助金に係る事務

事務 のうち次に掲げるも 事務 のうち次に掲げるも

の の

(一) 交付要綱の決 (一) 交付要綱の決

定、変更及び廃止 定、変更及び廃止

(１) 略 (１) 略

(２) 重要なもの (２) 重要なもの

イ 略 イ 略

ロ イ以外のも ロ イ以外のも ○

の の

(イ) 局長の ○

名で処理す

ることが適

当であるも

の（地域振

興部東部振

興監に限

る。）

(ロ) (イ)以 ○

外のもの

(３) 軽易なもの (３) 軽易なもの

イ・ロ 略 イ・ロ 略

(二)～(四) 略 (二)～(四) 略

略 略

略 略

別表第２（第６条、第11条関係） 別表第２（第６条、第11条関係）

工事検査に係る決裁事項及び事務処理権限の区分 工事検査に係る決裁事項及び事務処理権限の区分

事務処理権限の区分 事務処理権限の区分

委任決裁権者 委任決裁権者

種 類 種 類

総務部長工事検査米子工事 検査員 行政監察工事検査米子工事 検査員

課長 検査事務 監 課長 検査事務

所長 所長

略 略

附 則

この規則は、平成25年４月１日から施行する。




